
1

0

空港工事技術者の継続学習に関する一考察

（一財）港湾空港総合技術センター 島田伊浩

平成27年 9月18日

土木学会第70回年次学術講演会

本日の構成

・空港工事とは

・資格制度によるメリット

・空港資格での教育単位

・継続学習のポイント取得

・総合評価での導入状況

・考察
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1-1.空港の数
●：会社管理空港：４
●：国管理空港、
特定地方管理空港：２４

●：地方管理空港：５４
●：その他空港：７
●：共用空港：８

合 計：９７
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1-2.空港工事とは
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2-1.資格制度によるメリット

4• 講習会の受講、手当アップ

• 優良な技術者 • 工事の受注

工事の発注者

建設会社資格所有者

2-2.継続教育の問題点
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3.空港資格での教育単位
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認定項目 具体的施設名 ポイント数

a.空港工事の実務経験
3ヶ月以上 60

3ヶ月未満 30

b.施工技術に関する報告書の提出 20

c.「空港工事施工技術報告集」への掲載 20

d.「施工技術報告会」での発表 30

e. 施工技術の報告 20
f.技術論文の掲載 30

g.講習会等への参加 10

h.他資格の更新 10
i.技術論文の掲載 30
j.技術講習会の受講 60

k.受講報告書の提出 40

4-1.継続学習のポイント取得割合
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A：空港工事の実務経験

B：施工技術に関する報告書の提出

C：「施工技術報告集」への掲載

D：「施工技術報告会」での発表

E：「施工技術報告会」の聴講

F：施工管理等の報告

G：講習会等への参加

H：他資格の更新

I：技術論文の掲載

J：技術講習会の受講

K：受講報告書の提出
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4-2.継続学習の申請件数割合
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19.5%

19.5%

A：空港工事の実務経験

B：施工技術に関する報告書の提出

C：「施工技術報告集」への掲載

D：「施工技術報告会」での発表

E：「施工技術報告会」の聴講

F：施工管理等の報告

G：講習会等への参加

H：他資格の更新

I：技術論文の掲載

J：技術講習会の受講

K：受講報告書の提出

5.総合評価での導入状況
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整備局等名 導入の状況 加算点
加算合計
点

対象工事の
難易度

備考

東北地方整備局 海上・空港資格 1～2点 40～60点
施工能力評価型、
Ｓ型（WTO除く）

コンクリート技士
又は主任技士と
同等

関東地方整備局 海上・空港資格 1点 40～60点
チャレンジ型除く
(WTOは不明)

北陸地方整備局 海上・空港資格 1～2点 30～60点
施工能力評価型、
技術提案評価型
（WTO除く）

中部地方整備局 海上・空港資格 1～2点 －－－ －－－

近畿地方整備局
海上資格

（空港は直轄工事なし）
1～2点
※１

40～60点
技術提案評価型
（WTOを除く）、施工
能力評価型

企業能力と技術
者能力で加点

中国地方整備局 海上・空港資格※２ 1点 40点 施工能力評価型

四国地方整備局 海上・空港資格 5～25点
135～155
点

施工能力評価型、
技術提案評価型（S

型）
企業評価で加点

九州地方整備局
オプション加算※３
海上・空港資格

2点 50～70点
技術提案評価型（A
型）、技術提案評価
型（WTO型）を除く

技術士と同等

沖縄総合事務局 資格の記載無し －－－ －－－ －－－

北海道開発局 資格の記載無し －－－ －－－ －－－
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6.報告書のDB
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7-1.考察
①技術の伝承

空港工事に関する施工技術全般について、団塊の世代の大量退社により
技術の伝承がなされないまま世代交代が行われてしまうことが懸念されて
いる。その対応策として現在実施していることは、前掲した個別の施工報告
書の取りまとめと施工技術報告集の作成、及び施工技術報告会の開催であ
る。これについては、提出された報告書をデータベース化することにより、利
用者にとって必要な技術情報を取得しやすくなるような全体システムの構築
が必要となる。現在５件の報告書が登録されているが今後、登録データを増
やしていくとともに、本システムを広く周知し、質、量とも一層の充実を図って
いく必要があると考える。

②資格の評価と活用

取得した資格の価値は社会的に評価されることにより、技術者のモチベー
ションの向上に繋がる。今後、新たに受験を考えている技術者、資格を更新
しようとする技術者が、本資格が必要であるという意義を認識するためには、
工事の発注者、施工会社等から本資格が適切に評価され、本資格制度を
維持していくことの重要性について理解してもらう必要がある。
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7-2.考察

③運営者の役割について

資格制度の運営者の役割は、資格の利用者や取得
者に対し、本資格の優位性の評価や継続学習の方法
等の情報をきめ細かく発信し、技術者の技術力の向上
を常に支援し続けるという目的を希求し、時代のニ－
ズに求められる資格制度にすることにある。また、本
資格制度に関する各種情報を関係者のみならず広く
一般にも発信し、その重要性についての認識を社会全
般に周知してもらうための継続的な取り組みも必要で
あると考える。
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ご清聴ありがとうございました


